住宅改修時のお金についてのレポート
●住宅改修費の補助について
「四日市市在宅高齢者住宅改造補助事業実施要綱」というものがあります。（http://www.miesc.ne.jp/reiki/mokuji_bunya.html）
上限が90万円です。これによると対象者は以下の方々です。

「四日市市在宅重度身体障害者住宅改造費補助金交付要綱」というものもあります。上限が90万ですが、前年度所得によって補助金の額は変わります。これによると対象者は、以下の方々です。


 
●融資制度について

住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）の高齢者向け返済特例制度というのがあります。http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/shinchiku/keika/reform/older.html
●税制について
バリアフリー減税というのがあります。http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/19zeisei/19zeiseigaiyou.pdf
文責　伊藤順子

第２条　事業の対象者（以下「対象者」という。）は、次の各号のすべてに該当する高齢者等又はその高齢者等と同居する者で、生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯又は前年度の所得税が非課税の世帯に属するものとする。�(１)　本市に住所を有する者�(２)　市長が住宅改造（新築、増築及び維持管理的なものは除く。以下同じ。）を真に必要と認めた者�(３)　法第19条第１項に規定する要介護認定を受けた者又は同条第２項に規定する要支援認定を受けた者で在宅しているもの





第２条　補助金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、次の各号に該当する者とする。�(１)　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、肢体又は体幹の障害が身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号に定める身体障害者障害程度等級表の１級から３級までの者�(２)　本事業の適用対象となる家屋に同居する者の前年分の所得税合算額が、198,000円以下の世帯に属する者�(３)　以前にこの補助金の交付を受けていない者。ただし、以前に交付を受けた交付決定日から10年以上経過している場合はこの限りでない。�２　前項の規定にかかわらず、四日市市在宅高齢者住宅改造補助事業実施要綱（平成12年四日市市告示第326号）の対象者は除く。（補助対象経費）








